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自然エネルギー、省エネルギー・エネルギー市場の適正化を主な活動領域
とし、持続可能なエネルギー政策の実現を目指す非営利の独立系政策シ
ンクタンク (環境NGO)

環境エネルギー政策研究所(ISEP)とは

自然
エネルギー

気候変動
政策

エネルギー市場
の適正化

持
続
可
能
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策

の
実
現

•グリーン電力・グリーン熱
•市民出資(おひさまファンドなど)
•地域エネルギー事務所
•需要プル戦略(FITなど)

•自然エネルギーと社会的合意形成
•持続可能なエネルギーファイナンス
•自然エネルギー政策プラットフォーム

•自治体の政策アドバイザリー
•自治体の気候変動政策研究
•永続地帯研究会など

2014(C)環境エネルギー政策研究所
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自然エネルギー白書2014

 第1章.国内外の自然エネルギーの動向
 世界の自然エネルギーの動向

 日本の自然エネルギー政策と市場

 日本の自然エネルギー・トレンド

 長期シナリオ～自然エネルギー100%を目指して

 地域の自然エネルギー導入実績とポテンシャル

 自然エネルギー政策への提言

 第2章.国内の自然エネルギー政策の動向
 エネルギー政策のゆくえ

 固定価格買取制度(FIT)

 コミュニティパワー

 自然エネルギー市場

 自然エネルギー産業

 自然エネルギー金融

 自然エネルギー普及策

 第3章.これまでのトレンドと現況
 電力分野

 太陽光発電

 風力発電

 小水力発電

 地熱発電

 バイオマス発電

 海洋エネルギーによる発電

 太陽熱発電

 熱分野

 太陽熱

 地熱直接利用および地中熱

 バイオマス熱利用

 燃料分野

 バイオ燃料

 第4章.長期シナリオ
 世界の自然エネルギー100%シナリオ

 日本の自然エネルギー100%コミュニティ

 第5章.地域別導入状況とポテンシャル
 地域別の導入状況

 導入ポテンシャル

 第6章.提言とまとめ
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日本国内を中心に自然エネルギー政策に
関する動向や各種データをまとめた白書

編集・発行：環境エネルギー政策研究所(ISEP)
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日本国内の自然エネルギーによる発電量の推移

 自然エネルギー(大規模水力以外)による設備容量は2400万kW (2013年度末)
 2012年からスタートしたFIT制度により、太陽光発電が急増し、1500万kW近くに。

2014(C)環境エネルギー政策研究所
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ISEP調査

RPS制度 FIT制度

一部太陽光
FIT制度



日本国内の再生可能エネルギーによる発電量の推移

 自然エネルギー(大規模水力以外)による発電量は、国内全体の約5%(2013年度)
 2000年以降は太陽光、風力およびバイオマス発電の設備が増加している。

2014(C)環境エネルギー政策研究所
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ISEP調査



持続可能なエネルギーへの転換

2014(C)環境エネルギー政策研究所 6

自然エネルギーとエネルギー効率化だけが持続可能

出典：ISEP作成



日本の
自然エネルギー100%シナリオ

2014(C)環境エネルギー政策研究所
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自然エネルギー(RE)の比率を100%とするシナリオが発表されている。

出典：WWFジャパン,2011 )
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再生可能エネルギーの固定価格買取制度

日本の固定価格買取制度(平成23年8月26日に国会で成立 ⇒ 平成24年7月からスタート
・「電気事業者による再生可能エネルギー電気の 調達に関する特別措置法律」

0.35 円/kWh
2013年度(計画値)

3130億円4800億円

160億kWh 8890億kWh

雇用：10万人?

投資金額(2013年) 約3兆円(UNEP)

回避可能費用
1670億円



固定価格買取制度(FIT制度)
設備認定・運転開始実績(2014年10月末まで)

 2014年10月末現在で約7200万kWが設備認定(太陽光が約96%、バイオマスは約2%)
 FIT制度開始以降、新たに約1400万kWの設備が運転を開始(設備認定の約20%)
 移行認定分880万kWと合わせて約2300万kWが導入済(太陽光が約80%、バイオマスは約5%)

資源エネルギー庁：固定価格買取制度 情報公表用ウェブサイト
http://www.fit.go.jp/statistics/public_sp.html 9
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固定価格買取制度(FIT制度)
バイオマス発電の設備認定(2014年10月末)

 FIT制度開始後の新規の設備認定は137万kW(2014年10月末)
 未利用木材と一般木材が8割近くを占める。運転開始率は約8%。

2014(C)環境エネルギー政策研究所 10



固定価格買取制度(FIT制度)
地域別の発電設備の設備認定の状況(2014年10月末現在)

出所：資源エネルギー庁データからISEP作成

九州および東北では、全発電設備の7割を超える設備認定に。

※「全設備容量比率」：2012年度末時点の全発電設備の容量に対する設備認定の比率

※移行認定を含む
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固定価格買取制度(FIT制度)
地域別の発電設備の導入状況(2014年10月末現在)

出所：資源エネルギー庁データからISEP作成

九州では、全発電設備の2割を超える導入量に。東北では1割程度で風力が半分。

※「全設備容量比率」：2012年度末時点の全発電設備の容量に対する設備認定の比率

※移行認定を含む
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 全般的に太陽光の比率が高いが、風力の比率が高い県も

固定価格買取制度(FIT制度)
都道府県別の発電設備の導入量ランキング
(2014年10月末現在)

出所：資源エネルギー庁データからISEP作成 ※移行認定を含む

13



 北海道と九州で未利用材の設備認定が多い(一般木材は東日本中心)
 運転開始済みは一般廃棄物と建設廃材が大部分(移行認定含む)

2014(C)環境エネルギー政策研究所 14

固定価格買取制度(FIT制度)
バイオマス発電の設備認定と導入量(地域別)

出所：資源エネルギー庁データからISEP作成 ※移行認定を含む

設備認定

運転開始



一部の電力会社による系統連系接続申込みに対する
「回答保留」の実施状況(2014年10月)

電力会社
(実施時期)

「回答保留」の対象 備考

北海道電力
(2014年10月1日～)

住宅用(10kW未満)を除く発電設
備の新規の系統連系申込み
(出力抑制に対する補償をしない
場合を除く)

500kW以上の太陽光は
接続量が70万kWを超え
た時点から出力抑制の
補償をしない。

東北電力
(2014年10月1日～)

高圧・特高の発電設備の
新規の系統連系申込み
(風力発電は200万kWに達した時
点以降)

太陽光、水力、地熱、バ
イオマス発電が対象

四国電力
(2014年10月1日～)

住宅用(10kW未満)を除く発電設
備の新規の系統連系申込み

FITの全ての再エネ発電
設備が対象

九州電力
(2014年9月25日～)

住宅用(10kW未満)を除く発電設
備の系統連系の事前相談、接続
検討および系統接続申込み(既申
込みを含む)

FITの全ての再エネ発電
設備が対象
既申込みの低圧(敷地
分割は除く)は回答保留
を解除(10月21日)

各社、系統連系接続の申し込みは継続するが、回答は数か月間は保留。
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環境エネルギー政策研究所(ISEP)
「一部電力会社の系統連系「回答保留」に対する意見と提言」

1. 自然エネルギーベースの系統運用に転換すべき
2. 段階的・現実的な移行措置を取るべき
3. 地域主導（とくに福島・東北）の自然エネルギーを優先すべき
4. 電力会社内の「利害相反」を解消すべき
5. 送変電設備の増強・新設の負担のあり方を見直すべき
6. 情報公開と説明責任、公共政策としての公論の必要性

ISEPブリーフィングペーパー
「系統連系問題と自然エネルギー本格的導入のための方策」
(1)自然エネルギー発電設備の設備認定および導入状況
(2)系統連系可能量の考え方
(3)系統の増強費用の負担のあり方

2014年10月2日 http://www.isep.or.jp/library/6888

http://www.isep.or.jp/library/6891
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世界各国の変動型再エネ(風力+太陽光)の
比率(年間発電量)

デンマーク

イベリア

アイルランド

ドイツ

イギリス

イタリア

NW 欧州

ERCOT
スウェーデン

フランス

インド

ブラジル

日本

短期的には再エネ比率
が60%以上に達するこ
ともある。

風力(2012年) 太陽光(2012年)

出典：IEA GIVAR 資料

日本は2013年でも
まだ3%以下

欧州各国では
すでに10%を超
えるレベルに
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ISEPブリーフィングペーパー(2014年10月2日)
欧州各国及び日本の風力・太陽光発電の導入率の比較

※軽負荷時、連系線を含む、欧州は2011年、日本は2014年6月現在で揚水を含む
出典：安田陽「再生可能エネルギーの大量導入のための電力系統の設計と運用」8よりISEP作成

http://www.isep.or.jp/library/6891 18
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総合資源エネルギー調査会(経産省の審議会)
新エネルギー小委員会

第4回新エネルギー小委員会(2014年10月1日)
議題「電力会社の再生可能エネルギー導入に向けた対応と課題」
※北海道電力、東北電力、四国電力、九州電力、沖縄電力が
系統接続申込みへの回答保留等について説明
http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene_shinene/shin_ene/004_haifu.html

系統ワーキンググループ(WG)設置
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総合資源エネルギー調査会
経済産業大臣の諮問に応じて鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正
な利用の推進に関する総合的な施策に関する重要事項を調査審議する(経済産業省設置法第１９条)。

• 基本政策分科会
• 供給構造高度化小委員会
• 電力システム改革小委員会：制度設計WG
• 電力需給検証小委員会
• 長期エネルギー需給見通し小委員会：発電コスト検証WG
• ガスシステム改革小委員会
• 市場監視小委員会

• 省エネルギー・新エネルギー分科会
• 省エネルギー小委員会
• 新エネルギー小委員会：系統WG,買取制度運用WG

• 資源・燃料分科会
• 電力・ガス事業分科会

• 原子力小委員会：放射性廃棄物WGほか
• 電気料金審査専門小委員会
• ガス料金制度小委員会

総合資源エネルギー調査会

電力広域的
運営推進機関

調達価格等
算定委員会

原子力委員会

原子力規制委員会

20



新エネルギー小委員会 系統ワーキンググループ
再生可能エネルギー接続可能量の算定方法

出所：新エネルギー小委員会 系統ワーキンググループ(第3回)資料(12/16)
2
1



再生可能エネルギー接続可能量の算定
原子力の供給力(ベースロード電源として)

震災前過去３０年間の設備利用率平均×設備容量

出所：新エネルギー小委員会 系統ワーキンググループ(第3回)資料(12/16)
2
2



太陽光の接続可能量の算定(九州電力の場合)
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太陽光の接続可能量の算定(系統ワーキンググループ)
昼間最低負荷時の再生可能エネルギーの供給力

出典：新エネルギー小委員会(12/18)資料よりISEP作成
24



太陽光の接続可能量の算定(系統ワーキンググループ)
昼間最低負荷時の揚水活用、連系線活用、出力抑制

出典：新エネルギー小委員会(12/18)資料よりISEP作成
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再生可能エネルギー接続可能量の算定
太陽光発電の接続可能量

出所：資源エネルギー庁(2014年12月18日)
26



再生可能エネルギー接続可能量の算定
太陽光発電の接続可能量(風力接続可能量ケース)
・東北、中国、九州、四国は太陽光の接続可能量が接続承諾済みの容量に近い
・九州、四国の太陽光の接続可能量は昼間最低負荷と同じレベル。

出典：新エネルギー小委員会(12/18)資料等よりISEP作成

※東京、中部、関西は太陽光以外を含む接続申込みまで
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新エネルギー小委員会 とりまとめ
(2014年12月18日)

○ 新たな出力制御システムの下での再生可能エネルギーの最大限導入
(１) 出力制御の対象の見直し
(２) 「３０日ルール」の時間制への移行
(３) 遠隔出力制御システムの導入義務づけ
(４) 指定電気事業者制度の活用による接続拡大

○ バランスのとれた再生可能エネルギー導入に向けた対応
○ 接続保留問題を受けた電力会社ごとの対応
○ 福島に対する特別な対応
○ 今後の導入拡大策
○ 固定価格買取制度の運用見直し

(１) 太陽光発電に適用される調達価格の適正化
(２) 接続枠を確保したまま事業を開始しない「空押さえ」の防止
(３) 立地の円滑化（地域トラブルの防止）
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固定価格買取制度の運用見直し
再生可能エネルギー特別措置法施行規則の一部を
改正する省令案等に関するパブコメ(2014年12月19日～2015年1月9日)

I. 新たな出力制御システムに関すること等
1. 太陽光発電・風力発電に係る接続ルール見直し

① 太陽光発電・風力発電に対する出力制御の対象範囲の見直し
② 「30日ルール」の時間制への移行

2. バイオマス発電の接続ルールの明確化
3. 遠隔出力制御システムの導入義務づけ
4. 接続枠の空押さえの防止
5. 指定電気事業者制度
6. 将来的に系統への接続が可能な枠が増加した場合の対応

II. 変更認定に関すること
1. 認定発電設備の出力の変更
2. 太陽電池の基本仕様の変更

III. 太陽光発電の調達価格の適用に関すること
1. 設備の仕様の変更に伴う調達価格の変更
2. 平成27年4月1日以降における調達価格の適用等

IV. その他

「地域型バイオマス発電」(メ
タン発酵、一般廃棄物、木質
バイオマス)を、専焼バイオ
マスや混焼バイオマスより優
先給電

29



環境エネルギー政策研究所(ISEP) 2015年1月6日
「固定価格買取制度の運用見直し等に対する意見と提言」

1. 自然エネルギー導入を最優先とするべき
2. 自然エネルギー導入の野心的な目標値を設定すべき
3. 徹底的な透明性と説明責任を求める
4. そもそも「接続可能量」は撤廃すべき
5. 太陽光発電の「接続可能量」の算定方法に関する問題
6. 太陽光発電・風力発電の出力制御(抑制)が最小限にすべき
7. 地域型バイオマス発電の出力制御は不要とすべき
8. 遠隔出力制御システムの導入義務づけは段階的かつ慎重に行うべき
9. 接続枠の空押さえの防止では、中小規模の発電事業者への考慮が必要
10. 接続可能量を前提とした「指定電気事業者制度」は撤廃すべき
11. 変更認定の対象拡大や調達価格関係の運用見直しはきめ細かく行うべき
12. 福島および東北地方への特別な対応と共に地域主導型自然エネルギー事業を支援

すべき
13. 系統接続費用の負担原則を「シャロー接続方式」(送電部門負担)に転換すべき
14. 今後の導入拡大策のロードマップを明確にすべき

http://www.isep.or.jp/library/7159
30
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固定価格買取制度(FIT制度)
「優先給電」のルール(見直し前)

出所：新エネルギー小委員会 系統ワーキンググループ(第1回)資料

電気事業者は自らの火力等の出力抑制を先に行い、再生可能エネル
ギーを優先的に引き受けるよう義務付けられている。

なお供給が需要を上回る場合、電気事業者は再生可能エネルギー事業
者側に出力抑制を求めることができる(年間30日を超える場合は、補償
が必要)。

バイオマス発電は、火力発電と同列の出力抑制対象

3
1



固定価格買取制度の運用見直し
バイオマス発電の接続ルールの明確化

• ベースロード電源である地熱、水力は、出力制御の対象とせず、接続（原則受け入れ）。
• 出力制御が可能なバイオマスについては、新たな出力制御ルールに移行し、接続。
• 既に接続可能量が設定されている風力は、当該接続可能量までは、新たな出力制御

ルールで 、接続。

バイオマスについては、現在、一律に火力発電と同等の出力制御の対象となっている
が、出力制御の受容可能性を踏まえたきめ細かい出力制御ルールを設定。
（③→②→①の順に出力制御を実施）
①地域型バイオマス発電（メタン発酵ガス発電、一般廃棄物発電、木質バイオマス・農
作物残さ発電などであって、地域賦存する資源を有効活用する発電）
※燃料貯蔵の困難性、技術的制約等により出力制御が困難な場合（緊急時を除く）は、
出力制御の対象外。
②バイオマス専焼発電（地域型バイオマス発電に該当するものを除く）
③化石燃料混焼発電（地域型バイオマス発電に該当するものを除く）

出典：経産省(2015年1月22日) http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150122002/20150122002.html

すでに接続契約を行った案件や運転開始をした案件についても、2015年4月に発足する
広域的運営推進機関が送配電等の業務に関するルールを策定したのちは、一律に新た
な出力制御ルールが適用される。

出典：経産省FAQ http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/faq_bio_set.pdf32
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固定価格買取制度の運用見直し
「地域に存するバイオマス発電」の出力制御

「地域に存するバイオマス」とは

家庭ごみ、下水汚泥、食品残さ、家畜排せつ物、未利用間伐材、地域の木材の加工
時等に発生する端材、おがくず、樹皮等の残材、稲わらやもみ殻等の地域に固有の
バイオマス(地域の範囲に限定はなく、市町村を跨った広範囲での調達も対象)

具体的には「メタン発酵ガス発電設備」「一般廃棄物発電設備」それ以外については、発
電事業者が電力会社との接続契約時に、以下の要件を満たすことを自ら証明する必要
がある。
i. 地域に存するバイオマスを主に活用するもの（当該発電により得られる電気の量に

占める地域に存するバイオマスを変換して得られる電気の量の割合（「地域に存する
バイオマス」のバイオマス比率）について年間を通じて原則８割以上確保するもの）で
あること

ii. 地域の関係者の合意を得ていること
iii. 発電に供する原料の安定供給体制を構築していること
iv. ⅰ～ⅲの要件が満たされていることを事後に確認できる体制が確立されていること

あるいは「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進
に関する法律」に基づき市町村により設備整備計画の認定を受けたバイオマス発電設備

出典：経産省FAQ http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/faq_bio_set.pdf33
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電力システム改革(第2段階以降)
優先給電指令の発動順位(検討中)

【ＥＳＣＪルール】(現行)
長期固定電源の出力抑制の回避措置に係わる順序については以下を基本とし、長期固定電源※の
出力抑制は全発電機の最後に位置づける。
ａ．一般電気事業者が調達した発電機（自然変動電源を除く）の出力抑制および一般電気事業者が
調達した揚水式発電所の揚水運転
ｂ．取引所取引の活用
ｃ．一般電気事業者が調達した自然変動電源の出力抑制
ｄ．全国融通（広域相互協力融通）の活用
ｅ．特定規模電気事業、特定電気事業または自己託送の用に供する発電者の発電機の出力抑制
※ 長期固定電源：原子力、水力（揚水式を除く）、地熱発電所

【新たな指令順位イメージの骨格】
ａ．火力発電（注１）（オンライン調整の対象電源）の出力抑制及び揚水式発電の揚水運転
ｂ．火力発電（注１）（オンライン調整の対象外電源）の出力抑制
ｃ．バイオマス発電（ａ．ｂ．に含まれるもののを除く）（注２）の出力抑制
ｄ．自然変動電源の出力抑制
ｅ．全国融通（広域機関の指示に基づく広域系統運用）の活用
（注１）火力発電機には、バイオマス混焼発電（地域資源バイオマスを除く。）を含み、主に自家消費
に使っているものの、余剰電力が生じてしまう等の要因により出力を調整できないものを除く。
（注２）ｃの中では、バイオマス専焼発電（地域資源バイオマスを除く。）を抑制した後に、地域資源バ
イオマスを抑制する。

出典：電力システム改革小委員会 制度設計WG(第12回) 資料6-4 34



固定価格買取制度の運用見直し
調達価格の決定時点

• 調達価格の決定時点(2015年4月1日以降の接続申込み案件から適用)
• 接続契約時点までの後ろ倒し

• 原則として接続契約の締結と認定のいずれか遅い時点の調達価格とする
• 接続検討が長期化した場合の取扱い

• 電力会社側の理由で、接続申込みから相当期間（９か月）を経過しても接続契
約の締結に至ってない旨の電力会社からの証明があれば、当該期間が経過
した時点と認定のいずれか遅い時点で調達価格を決定。

出典：総合資源エネルギー調査会 新エネルギー小委員会(第7回)資料(2014年12月2日)
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固定価格買取制度の運用見直し
接続枠の空押さえの防止

• 連系枠の確保の時点を接続契約(連系承諾と工事負担金の支払い内容とする契約)
の締結時点とする

• 当該契約に基づき工事負担金を相当期間内(1か月)に支払わない場合は、電力会社
は接続契約を解除でき、接続枠を維持できない。

出典：総合資源エネルギー調査会 新エネルギー小委員会(第8回)資料(2014年12月18日)
36



固定価格買取制度の運用見直し
自治体への情報提供等

• 地方自治体への情報提供等
• 認定案件情報を自治体に提供する予定
• 関連法令・条例の手続き状況の提出を求め、自治体へ情報提供

出典：総合資源エネルギー調査会 新エネルギー小委員会(第7回)資料(2014年12月2日) 37



固定価格買取制度(FIT制度)
「接続義務」と接続費用のルール(現状)

出所：新エネルギー小委員会
系統ワーキンググループ(第1回)資料

特措法第3章
第5条(接続の請求に応ずる義務)
第1項「当該特定供給者が当該接続に必
要な費用であって経済産業省が定めるも
のを負担」
⇒「電源線に係る費用に関する省令」

電力会社は発電事業者からの接続請求に応じる義務接続義務

系統に接続する際に必要となる費用は、発電事業者の負担(特定負
担)

「接続義務」(拒否事由有り)はあるが、
欧州各国の様な「優先接続」ではない！

38



「上位系統の送電容量問題」とは

出所：総合資源エネルギー調査会 新エネルギー小委員会(第3回)資料より

• 太陽光発電等が集中した地域において系統の熱容量の問題から、上位の特別高圧系
統において容量不足となるケースが発生

• 現在の系統接続ルールでは、最初に系統接続を行う事業者が工事費の全額を負担
(その後、3年以内に他の事業者が系統設備を共用する場合は、増強費用を按分)

• 上位系統の工事費用の負担が数十億円以上になるケースもあるが、事業者にとって
予見可能性が低く、過大な負担を求められることになる。
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電力システム改革(第2段階以降)
電力系統の増強・敷設に係る 発電事業者の費用負担の在り方
（検討中)

出典：電力システム改革小委員会 制度設計WG(第12回) 資料6-3

「電源線」とは、電源線に係る費用に関
する省令において定義されており、
①発電所から電力系統への送電の用
に供することを主たる目的とする変電、
送電及び配電に係る設備（以下「変電
等設備」という。）であって、
②一般電気事業者が維持し、及び運用
する、
③原則として、一番目の変電所又は開
閉所まで（当該変電所又は開閉所は含
まない。）のものをいう（第１条第２項）。

発電事業者の受益の割合や系統の安定に対する寄与の度合いを勘案せずに、単に発電
設備の設置がネットワーク側の送配電設備の増強等の契機となったことだけをもって、全
額発電事業者負担とすることや全額一般負担（※）とすることはいずれも適切ではない
（※）現行制度の下では、託送料金として回収

電力系統の敷設・増強に係る発電事業者の費用負担ルールについては、受益者負担を基本とした以
下の考え方を前提に、ルールをより明確化する形で整備してはどうか。
(a)専ら発電所からの電気を供給するために利用されている場合など、特定の発電事業者が受益して
いる場合においては、その受益の範囲に応じて、当該発電事業者の負担とする。
(b) ただし、特定の者が受益しているとは言えない場合には、一般負担とする。
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調達価格等算定委員会
平成27年度調達価格の検討(木質バイオマス発電)

資本費平均値：
41万円/kW
(想定41万円/kW)

出典：経産省 調達価格等算定委員会(第16回)資料 41



調達価格等算定委員会
平成27年度調達価格の検討(小規模木質バイオマス発電)

都道府県経由の調査
断念要因：
原料調達(33件)

出典：経産省 調達価格等算定委員会(第16回)資料 42



調達価格等算定委員会
平成27年度調達価格の検討(メタン発酵バイオガス発電)

資本費平均値：
237万円/kW
(想定392万円/kW)

出典：経産省 調達価格等算定委員会(第16回)資料 43



出典：経産省 調達価格等算定委員会(第17回)資料1

調達価格等算定委員会
小規模なバイオマス発電の推進(農水省資料より)

小規模な木質バイオマス発電は、より地域の実情に即した地域主導の取組として取り組みやすく、地域に賦
存する資源の最大限の活用と、それに伴う地域への利益還元につながる。さらに、農業や観光等の地域の
産業との連携等による農山村の活性化や防災など、多様な効果が期待。
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調達価格等算定委員会
調達価格の算定における利潤の考え(経産省案)

出典：経産省 調達価格等算定委員会(第16回)資料
45



エネルギー関連の規制・制度改革
 規制改革会議「規制改革に関する答申」 2013年6月5日
 閣議決定「規制改革実施計画」 2013年6月24日

46
出典：内閣府規制改革会議

エネルギー・
環境分野

エネルギーの安定供給・エネルギーの地産地消
• 石炭火力発電に対する環境アセスメントの明確化・迅速化
• 電力システム改革⇒「電力システムに関する改革方針」
• 風力発電：電気主任技術者選任、農地制度
• 太陽光発電：定期点検
• 地熱発電：バイナリ―発電、温泉資源保護ガイドライン
• 小水力発電：水利権、小規模ダム水路主任技術者
• バイオマス発電：燃料に係る廃棄物該当性、焼却灰
• 再生可能エネルギー共通：第二種電気主任技術者、バンク逆潮流、補助事業取

得財産
• 環境アセスメント：審査期間短縮目標、審査期間短縮の取組、モデル地区、情

報利活用、配慮書手続、地熱発電風洞実験省略
• 火力発電：溶接安全管理検査
• マンション高圧一括受電：受変電設備の資産譲渡、点検、工事ルール
• スマートコミュニティ：特定供給、スマートメーター、
• ガスパイプライン：河川横断
• 熱利用：太陽熱利用給湯システムの水道直結
• 省エネ：容積率制限緩和
• エネルギー供給・流通構造のレジリエンス：非常災害時の危険物の貯蔵・運搬

2013(C)環境エネルギー政策研究所



農山漁村再生可能エネルギー法(平成26年5月施行)
「趣旨」と「基本理念」

出所：農林水産省資料
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/houritu.html

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律

• 再エネ発電による利益の地域還元の
必要性(地域活力向上、持続的発展)

• 優良農地など農林漁業の健全な発展
に必要な農林地等が失われないように

47
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農山漁村再生可能エネルギー法(平成26年5月施行)
「計画制度」

認定を受けた設備整備計画に係る特別措置

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再エネ発電の促進に関する計画制度

出所：農林水産省資料
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/houritu.html 48
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農山漁村再生可能エネルギー法(平成26年5月施行)
取り組みの流れ「基本計画」「設備整備計画」など

出所：農林水産省資料
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/houritu.html

農山漁村再生可能エネル
ギー法に基づく基本計画の
作成等の手引き
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エネルギー需給の仕組みを変える
「電力システム改革」電力自由化、発送配電分離など

Copyright 2013, 環境エネルギー政策研究所 50

「電力システム改革専門委員会」(総合資源エネルギー資源調査会総合部会)が
「電力システム改革の基本方針」を公表(2012年7月) ⇒ 報告書(2013年2月)

需要サイド(小売分野)の改革
• 小売全面自由化(地域独占の撤廃)
• 料金規制の撤廃(総括原価方式の撤廃)
• 自由化に伴う需要家保護策の整備
• 節電社会へ向けたインフラ整備

供給サイド(発電分野)の改革
• 発電の全面自由化(卸規制の撤廃)
• 卸電力市場の活性化(発電分野の取引活性化)
• 省エネ電力の供給電源化(需要抑制による供給力確保)
• 供給力・供給予備力の確保

送配電分野の改革(中立性・公平性の徹底)
• 送配電部門の「広域性」の確保
• 送配電部門の「中立性」の確保
• 地域間連系線等の強化
• 託送制度の見直し

2015年：広域系統運用機関
2016年：小売全面自由化
2018年：送配電部門の法的分離

改正電事法 成立(2013年11月)

改正電事法 成立(2014年6月)



電力システム改革のスケジュール

2014(C)環境エネルギー政策研究所 51

出典：広域的運営推進機関設立準備組合 資料



電力システム改革：第1段階(2015年度)
電力広域的運営推進機関

2014(C)環境エネルギー政策研究所 52

電気事業者が営む電気事業に係
る電気の需給の状況の監視及び
電気事業者に対する電気の需給
の状況が悪化した他の電気事業
者への電気の供給の指示等の業
務を行うことにより、電気事業の
遂行に当たっての広域的運営を
推進とすることを目的とする

目的

・電気事業者の電気の需給の状況の監視
・需給状況が悪化する場合における融通等の指示
・送配電等業務指針の策定
・供給計画とりまとめ
・事業者からの苦情処理、紛争解決
・送配電等業務に関する情報提供、連絡調整

• 系統情報の公表
• 需要家スイッチング支援
• 作業停止計画の調整
• 地域間連系線の管理
• 広域連系系統の長期方針及び整備計画
• 系統アクセスの受付
• 卸電力取引所との連絡調整

業務内容

出典：「広域的運営推進機関設立準備組合」資料



電力システム改革：第2段階
電気の小売業への参入の全面自由化
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電力システム改革：第3段階
欧州の電力システム(発送電分離)と電力市場

出所：50Hertz社(Eliaグループ)資料

TSO:送電事業者

DSO:配電事業者

電力市場(短期、長期)

再エネ発電事業者 再エネ発電事業者 電気消費者

電気小売事業者
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総合資源エネルギー調査会
電力システム改革小委員会 制度設計WG

2014(C)環境エネルギー政策研究所
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http://www.meti.go.jp/committee/gizi_8/18.html#seido_sekkei_wg

論点
1. 小売全面自由化に係る詳細制度設計について
2. 送配電部門の調整力確保の仕組みについて
3. インバランス制度に係る詳細制度設計について
4. 法的分離（兼業規制・行為規制）に関する検討について
5. 広域的運営推進機関の設備形成ルールについて
6. その他の報告事項等

小売り全面自由化に係る詳細制度設計
• 発電事業：定義、供給計画の提出書類、会計整理
• 小売電気事業：登録申請時、登録拒否要件、変更登録、供給力確保命令ほか
• 供給停止：小売事業者による供給停止のルール
• 経過措置約款の料金算定方法：低圧託送約款との整合性、経過措置規制料金
• 事業報酬：託送料金の事業報酬、経過措置料金の事業報酬ほか
• 離島供給約款：料金メニュー
• 離島に供給するための燃料費の取扱い：託送料金による回収
• 最終保障約款：料金メニュー

http://www.meti.go.jp/committee/gizi_8/18.html%23seido_sekkei_wg


再生可能エネルギーの環境価値の扱い
(電力システム改革小委員会 制度設計WGでの検討)

「再生可能エネルギーにより発電された電気」であることを付加価値とした説明をし、販売すること
の可否

環境価値（需要家が電気を使用したことに伴うＣＯ２排出量全体を低減させる効果等）の帰属等に
ついては、「負担に応じて全需要家に環境価値が分配・調整されるという扱いとすることが適当」と
整理されている（買取制度小委委員会報告書（平成２３年２月１８日、総合資源エネルギー調査会
新エネルギー部会・電気事業分科会 買取制度小委員会）） 。

全面小売自由化に伴い、小売供給契約時の需要家への説明・書面交付義務(改正電気事業法)
⇒ 「電源の種類を商品特性として電気を販売する場合には、当該電源の種類」

経産省案

出典：総合資源エネルギー調査会 電力システム改革小委員会 第9回 制度設計WG(2014年10月30日)資料
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経産省案：日本の「再生可能エネルギーにより発電された電気」
の付加価値の表示

 経産省案では、FIT制度を利用する場合、費用補填を受けた場合に再エネを付加
価値とした説明・販売を不可としている。

出典：総合資源エネルギー調査会 電力システム改革小委員会 第9回 制度設計WG(2014年10月30日)資料



エネルギー永続地帯2014年版 速報
都道府県別の自然エネルギー電力の供給割合
(2011年度～2013年度の実績を推計)

• 4県で再生可能エネルギー電力供給が域内の民生＋農水用電力需要の20％を超えている

自然エネルギー供給率(都道府県別:電力)

電力供給： 太陽光、風力、地熱、小水力(10MW以下)、地熱、
バイオマス(ごみ発電除く)

電力需要(民生部門および農林水産部門)

協力：永続地帯研究会 http://www.sustainable-zone.org
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 自然エネルギー電力100%を超える市町村が89に。

エネルギー永続地帯(2013年度の実績推計)
市町村別の自然エネルギー電力のランキング(100%以上)

大分県 玖珠郡九重町 2293% 地熱

長野県 下伊那郡平谷村 1490% 小水力
長野県 下伊那郡大鹿村 1394% 小水力
熊本県 球磨郡五木村 1334% 小水力
熊本県 球磨郡水上村 1168% 小水力
福島県 河沼郡柳津町 1073% 地熱
青森県 下北郡東通村 957% 風力
北海道 苫前郡苫前町 818% 風力
宮崎県 児湯郡西米良村 742% 小水力
長野県 下水内郡栄村 697% 小水力

TOP10

協力：永続地帯研究会 http://www.sustainable-zone.org
出所：ISEP作成
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エネルギー永続地帯(2013年度の実績推計)
都道府県別の自然エネルギー(電力および熱)の供給割合

 大分県、富山県、秋田県など14県で再生可能エネルギーの割合が10%を超えた。

 地域別の再生可能エネルギー(電力、熱)の導入設備の情報(設備容量、発電量)を集計

協力：永続地帯研究会 http://www.sustainable-zone.org

電力供給： 太陽光、風力、地熱、小水力(10MW以下)、地熱、
バイオマス(ごみ発電除く)

＋ 熱供給： 太陽熱、温泉熱、バイオマス熱(木質系)

電力需要 ＋ 熱需要 (民生部門および農林水産部門)

出所：ISEP作成
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 自然エネルギー100%(電力+熱)を超える市町村が57に
。

エネルギー永続地帯(2013年度の実績推計)
市町村別の自然エネルギー(電力+熱)のランキング

協力：永続地帯研究会 http://www.sustainable-zone.org出所：ISEP作成 61
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 地熱(温泉)熱やバイオマスは偏在し、太陽熱はほぼ全都道府県に。

エネルギー永続地帯(2013年度の実績推計)
都道府県別の自然エネルギー熱の供給割合

協力：永続地帯研究会 http://www.sustainable-zone.org出所：ISEP作成

62

http://www.sustainable-zone.org/


 熱需要に対する割合が50%を超える市町村が6地域

 バイオマス熱で30%を超える市町村が13地域

エネルギー永続地帯(2013年度の実績推計)
市町村別の自然エネルギー熱の供給割合ランキング(20%以上)

1 三重郡川越町 75% バイオマス
2 網走郡津別町 74% バイオマス
3 北安曇郡小谷村 60% 地熱
4 吉野郡十津川村 57% 地熱
5 阿蘇郡南小国町 53% 地熱
6 吾妻郡草津町 51% 地熱

三重郡川越町 74%
網走郡津別町 74%
西牟婁郡すさみ町 40%
二戸郡一戸町 44%
神栖市 45%
真庭市 37%
西臼杵郡日之影町 39%
上川郡下川町 37%
肝属郡肝付町 34%
気仙郡住田町 34%
安芸郡芸西村 33%
高岡郡檮原町 31%
羽島市 32%
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ドイツ「自然エネルギー100%地域」

2014(C)環境エネルギー政策研究所
64出典：deENet(IdE, Germany) http://100ee.deenet.org

ドイツの「自然エネルギー100%地域」プロジェクト

実施主体： IdE(分散型エネルギー技術研究所、カッセル)
目的： 地域やコミュニティがエネルギー需要を自然エネルギー

で賄うことを目指すことをサポート
手段： 自然エネルギー100%マップの作成

会議、コンサルティング、研修などでノウハウの提供
協賛： ドイツ連邦環境省(BMU), ドイツ連邦環境局(UBA)

自然エネルギー100%地域： 81
自然エネルギー100%準備地域： 60
自然エネルギー100%都市： 3
合計： 144 (2014年7月現在)

面積： 113,555平方km
人口：2300万人

• 自然エネルギー100%地域のネットワーク化
• 欧州(EU)各国への展開: 100% RES Communities

http://100ee.deenet.org/
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6
5

ドイツ：自然エネルギー100%地域
フェルトハイム(Feldheim)村

出典 http://www.neue-energien-forum-feldheim.de/

自営の配電網と熱供給システムによりエネルギーを100%自給

電気 熱

風車43基(7.4万kW)
Energiequelle社が運営

蓄電池(計画) バイオガス発電(500kW)
熱供給(533kWth)
豚牛糞尿、トウモロコシ、
穀物

木質チップ
熱供給
(熱ピーク時)

電力・熱供給
37家庭
(145人)

電力・熱供給
2事業所(30名)
2公共施設

電力・熱供給
3農場

熱供給網
地域エネルギー会社が運営
(Feldheim Energie社)

http://www.neue-energien-forum-feldheim.de/


ドイツの自然エネルギー発電設備の所有者

2014(C)環境エネルギー政策研究所
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個人
35%

農家
11%

ドイツ国内の自然エネルギー発電設備の46%を個人と農家が所有している。

出典：ドイツ The Agency for Renewable Energy (AEE) 

2013年4月現在： 全設備容量7290万kW

3353万kW



自然エネルギーの地域経済効果

自然エネルギー
事業者(SPC)

電力会社

地域金融機関

地域企業

市民

融資・利息

出資
利回り

市民
出資・配当

事業開発
会社

EPC会社 運営会社

地方自治体

地方税(事業税、地方消費税、
固定資産税など)

開発費

工事費
運営費

雇用・給与

電気

料金

固定価格買取制度

地方税
(住民税など)

地方税

2014(C)環境エネルギー政策研究所
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自然エネルギー事業のオーナーシップ

1. 地域の利害関係者がプロジェクトの大半もしくはす
べてを所有している

2. プロジェクトの意思決定はコミュニティに基礎をお
く組織によっておこなわれる

3. 社会的・経済的便益の多数もしくはすべては地域に
分配される

※この3つの基準の内、少なくとも2つを満たすプロジェクトは
「コミュニティ・パワー」事業として定義される

出典：世界風力エネルギー協会 コミュニティ・パワー・ワーキング・グループ

コミュニティ・パワーの三原則

682014(C)環境エネルギー政策研究所



全国のさまざまな地域エネルギーへの取組み

環境省「地域主導型」15カ所（北海道、最上、福島、埼玉、調布、多摩、
小田原、長野、静岡、美作、徳島、高知、小浜、南阿蘇、小国）⇒ 平成
25年度：10地域追加(2地域が終了し計23地域に)

環境省／農水省「地域調和型」6カ所 ⇒ 平成25年度5か所
（三重県、静岡県、塩尻市、奈良県、和歌山県、石垣島）

先行地域：北海道GF、飯田市、富山、飛騨高山、備前

ISEP直接支援
秋田大潟村、気仙沼、会津、南相馬、世田谷、京丹後、宝塚、山口

69

コミュニティパワーの三原則(WWEA世界風力エネルギー協会)
• 地域の利害関係者がプロジェクトの大半もしくはすべてを所有している
• プロジェクトの意思決定はコミュニティに基礎をおく組織によっておこなわれる
• 社会的・経済的便益の多数もしくはすべては地域に分配される

Copyright 2013, 環境エネルギー政策研究所(ISEP)

「コミュニティパワー・イニシアチブ」設立
「コミュニティパワー・ラボ」研究会開催
ISEPエネルギー・アカデミー開催

http://www.communitypower.jp

ISEPの取組み

「全国ご当地エネルギー協会」設立
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御清聴ありがとうございました。
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環境エネルギー政策研究所

東京都中野区中野4-7-3
http://www.isep.or.jp/
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